
2023 年 2 月 20 日 
関係各位 
 

(一社)福岡県自動車整備振興会 
福岡県自動車整備商工組合 

 

マスクの着脱について 

 
  厚生労働省は令和５年３月１３日以降のマスク着用について現在の取り扱いを改め、個人 

の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる事を基本とすることを決定いたしました。 
 「令和５年１月２７日 新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関 

する対応方針について」 
 

 (一社)福岡県自動車整備振興会、福岡県自動車整備商工組合におきましても来館される皆様、
事務局職員のマスクの着脱は個人の判断によることを基本とさせていただきます。 

 なお、感染が大きく拡大している場合、感染対策上・業務上の理由等により、来館者・事 
務局職員にマスクの着用をお願いする場合があります。 

  また、公共施設等を利用して研修会等を行う場合には施設管理者の指示に従ってください。 
 

 皆様には、感染対策の段階的な移行について、何卒ご理解のほど、よろしくお願い致します。 
  

−以 上− 


